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令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日 

 

農薬販売事業者 

肥料販売事業者  殿 

 

宮崎県農政水産部長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農薬取締法の規制及び輸入肥料の品質に関する注意喚起について（通知） 

 

 時下皆様方におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃から農薬・肥料行政への御理解、御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

  さて、標記について、九州農政局消費・安全部長から、別添写しのとおり、株式会社Ｍ・

Ｂ・Ｍ（以下「同社」という。）が肥料として輸入・販売する製品「プラントサプリＢＫ－

１」（以下「当該資材」という。）が、無登録農薬であることが判明したと通知がありまし

たので、御了知の上、下記の点について御注意いただくようお願いいたします。 

なお、無登録農薬であると疑われる資材が販売又は使用されることを防止するため、別

添の「農薬疑義資材の使用防止リーフレット」を活用し、このような資材に関する情報を

得た場合には、情報提供いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 当該資材を保有している場合は、これらを販売することなく、直ちに購入元を通じて

同社に返品すること。 

２ 当該資材を販売した農業者から、これらを直ちに回収し、購入元を通じて同社に返品

すること。 

３ 無登録農薬であると疑われる資材が販売又は使用されることを防止するため、別添の

「農薬疑義資材の使用防止リーフレット」を活用し、農薬疑義資材に関する情報を得た

際は、宮崎県農政水産部農業普及技術課に情報提供すること。 

４ 特殊肥料の輸入に当たっては、肥料の届出を行う前に、海外の輸入元に対して、肥料

の原料及び生産工程について確認し、農薬の成分を混入させないよう、肥料の原料及び

生産工程の管理等を徹底させること。また、定期的に、肥料の届出の際に確認した肥料

の原料及び生産工程に基づき生産された肥料であるかを確認するよう努めること。 

 

 （文書取扱 農業普及技術課） 
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